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第９期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務  仕様書 

 

１ 業務名  

  第９期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務  

 

２ 業務の目的 

  本市の高齢者福祉や介護サービスに関する現状分析等を行い，第８期旭川市

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）（以下「第

８期計画」という。）を検証するとともに，第９期旭川市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）（以下「第９期計画」という。）

を策定することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  令和５年４月１４日から令和６年３月３１日まで 

 

４ 用語の意義 

  この仕様書における用語の意義は，次のとおりとする。  

⑴ 甲とは旭川市をいい，乙とは受託者をいう。  

 

５ 業務の内容 

乙は，甲から提供された各種データ，独自で集積したデータ等を基に，第８

期計画の進捗状況の把握と現状分析等を行い，併せて必要なサービスや介護保

険料について推計し，中・長期的な視点に立った第９期計画を策定する。  

⒧ 高齢者の保健福祉や介護保険制度をめぐる制度改革の動向把握と課題整

理 

乙は，介護保険制度や高齢者の保健・福祉・医療等をめぐる制度改革の動

向について，国の関連資料等を収集し，本市の特性に応じた，第９期計画策

定を検討する上での前提条件と基本的課題を整理した資料を作成する。  

⑵ 計画策定のための各種調査の分析 

  令和４年１１月から令和５年３月にかけて甲が実施する介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査，在宅介護実態調査及び在宅生活改善調査について，回答

票の入力，集計及び分析を行い（回答票及び国から提供される分析ソフトの

提供は甲が行う），地域のニーズや課題，現在の介護サービスにおいて不足し

ている事項等を報告書として作成すること。なお，作成に当たっては本市の

介護保険サービスや本市独自のサービス等の整備課題を整理すること。                 
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調査の対象等 

 介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査  

在宅介護  

実態調査  

在宅生活  

改善調査  

対象  自立及び要支援１・２

の在宅生活者  

要支援１以上の在宅 生

活者及び介護する家族  

居宅介護支援事業所，小

規模多機能型居宅介護事

業所  

対象  

（発送数）  

約４，４００件  約１，２００件  １２８事業所  

回答数  

（見込）  

約２，８００件  約６００件   

 

⑶ 第８期計画における高齢者保健福祉事業や介護保険事業の検証及び課題

整理 

なお，以下の項目を踏まえること。 

ア 第８期計画における各種事業の取組状況 

イ 介護保険給付実績 

ウ 地域包括ケアシステムの構築のための現状と課題  

⑷ 第９期計画における事業量推計及び介護保険料の推計  

   乙は，以下の項目等について第９期計画期間における推計を行う。 

  ア 高齢者，要支援・要介護認定者数 

  イ 各介護保険サービスの見込量・給付費  

ウ 介護保険料 

⑸ 計画骨子案の作成 

乙は，第８期計画の課題及び甲の指示を踏まえ，第９期計画骨子案を作成

する。 

なお，作成に当たっては，以下に示す計画の内容を踏まえたものとし，旭

川市の地域性を反映した独自のものとすること。  

関連する計画については，今後，新たに示す場合がある。 

ア 第８期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画  

  イ 第８次旭川市総合計画（平成２８年度～平成３９年度）  

  ウ 第４期旭川市地域福祉計画（令和元年度～令和５年度）  

  エ 第２次健康日本２１旭川計画（平成２５年度～令和５年度） 

  オ 旭川市国民健康保険保健事業実施計画（平成２９年度～平成３５年度） 

  カ 北海道後期高齢者医療広域連合第２期保健事業実施計画  

    （平成３０年度～令和５年度） 

 ⑹ 計画素案，計画案の作成 

   乙は，第９期計画期間に係る高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画素案

及び計画案を作成する。なお，計画案については概要版を含む。  
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 ⑺ 策定体制等の支援 

   乙は，策定スケジュールの提案及び本市が実施する意見提出手続（パブリ

ックコメント），社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会及び旭川市高齢者保

健福祉計画等庁内推進委員会の実施について支援する。  

  ア 意見提出手続（パブリックコメント）における意見集約業務  

  パブリックコメント １２月頃実施予定 

  イ 旭川市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会及び旭川市地域包括ケア

システム庁内推進委員会開催の支援，必要に応じた出席及び資料の作成  

   開催回数（予定） 

旭川市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会   ６回 

旭川市地域包括ケアシステム庁内推進委員会   ３回 

 

６ 成果品 

  乙は，成果品として次のものを納品する。なお，電子データはマイクロソフ

ト社製 Office Standard 2021 を使用して閲覧及び修正が可能な形式を用いる

こと。 

ア 第８期計画における高齢者保健福祉事業や介護保険事業等の検証資料  

    紙ベース（２部）及びその電子データ  

イ 高齢者の保健福祉や介護保険制度をめぐる制度改革の動向把握と課題

整理資料 

    紙ベース（２部）及びその電子データ  

ウ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査，在宅介護実態調査及び在宅生活改

善調査の分析結果 

報告書 紙ベース（２部）及びその電子データ  

エ 第９期計画骨子案 

  紙ベース（２部）及びその電子データ  

オ 第９期計画素案 

    紙ベース（２部）及びその電子データ  

カ 第９期計画案 

    紙ベース（２部）及びその電子データ  

 

７ その他 

 ⑴ 守秘義務 

   乙は，本業務に関し知り得た個人情報を第三者に開示又は漏洩してはなら

ない。このことは，契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。  

 ⑵ 再委託等の禁止 

  ア 乙は，この仕様書で示す業務の全部を一括して第三者に委託してはなら

ない。 

  イ 乙は，この仕様書で示す業務の一部を第三者に委託しようとするときは，
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あらかじめ書面にて甲の承諾を得なければならない。この場合において，

乙は業務に係る一切の責任を負うものとする。  

 ⑶ 著作権の帰属 

本業務で作成された計画書及びデータの著作権については，甲に帰属する

ものとする。 

 ⑷ その他 

   本仕様書に定めのない事項については，必要に応じ協議する。  


